
法テラスは国が設立した公的な法人です。

弁護士による無料の法律相談をご利用いただけます。

釧路

・日本司法支援センター釧路地方事務所（法テラス釧路）
・釧路弁護士会 ・釧路司法書士会

共催

■借金のこと
■家庭のこと
■職場のこと
■家・土地のこと
■日常生活のトラブル など

北見会場：令和５年10月16日（月）14：30～17：00

釧路弁護士会北見会館（北見市北２条西３－１朝田ビル２階）

📞０５０－３３８３－５５６７
平日午前９時～午後５時

日時・場所

法律相談は完全予約制（先着８名）です。

予約は法テラス釧路までお電話ください。

先着順となりますので、定員になり次第終了させていただきます。

令和５年９月25日（月）～10月６日（金）１件３０分以内

お申込方法

相談時間 予約期間

予約電話番号

法テラス釧路

後援

・北見市 ・網走市


